
 
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度ごみ処理基本計画 

アクションプログラム 
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 アクションプログラムの背景 

平成 18年 10月に平成 18年度から 27年度までの 10年間を基本計画とする第 2次鎌倉市

一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画（以下「ごみ処理基本計画」という。）を策定し、

５年目にあたる平成 22年度には中間的な見直しをすることとしていました。 

 この５年間の推計人口と実際の人口動態の乖離、ごみ処理広域化及び生ごみ資源化施策の

検討、国の廃棄物処理に関する法制度の改正などを踏まえた計画の改定が必要であったこと

から、平成 23年６月 13日にごみ処理基本計画の中間見直しを行いました。 

中間見直し後のごみ処理基本計画は、平成 23年度から 27年度までの５年間を計画期間と

し、市民、事業者、行政の連携・協働によるごみ減量・資源化を推進するものであり、毎年

度ごとに着実なごみ焼却量の減量が求められるものであることから、計画的で着実な事業の

推進を図るため、具体の施策を定めたものがアクションプログラムです。 

また、平成 25 年度以降については、ごみ処理基本計画（中間見直し）を再構築いたしま

したが、今回、平成 23年度から 26年度にかけたごみ減量・資源化施策ごとの実績を踏まえ、

平成 27年６月８日に平成 27年度アクションプログラムを策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画の実施のために必要な各年
度の事業について定める計画 

一般廃棄物の処理に関する基本的な
事項について定める計画 

一般廃棄物処理実施計画 

第３次鎌倉市総合計画基本構想 

各年度計画 

一般廃棄物処理計画 

ごみ処理基本計画 

第２次一般廃棄物処理基本計画 

10年間の長期計画 

ごみ処理実施計画 

アクションプログラム 
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減量・資源化対策の実施事業のスケジュール 

 （第２次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画（中間見直し）（再構築） P 29） 

 

 上記のスケジュールに基づき、次の７項目の重点項目により進行管理を行います。 

  重点項目１ 家庭系燃やすごみ等の戸別収集・有料化 

  重点項目２ 家庭での取り組み 

  重点項目３ 事業所での取り組み 

  重点項目４ 多量排出事業所における生ごみ資源化 

  重点項目５ 小規模施設による生ごみ減量 

  重点項目６ 資源化品目の拡大（製品プラスチックの資源化） 

  重点項目７ 新たな減量・資源化方策の検討 

   

主な実施事業 25年度 26年度 27年度 

家庭・地域に対する働きかけ 

 家庭系燃やすごみ等の戸別収集・有料化 

 

   

 家庭での取り組み 
（家庭用生ごみ処理機の普及等） 

   

 臨時ごみ・持込みごみの 

ごみ処理手数料の改定 

   

事業所・商店街に対する働きかけ 

 事業所での資源物分別徹底 

 

   

 事業所での取り組み 
（事業系ごみ処理手数料の改定等） 

   

 多量排出事業所における生ごみ資源化 
（大型生ごみ処理機の普及） 
 

   

 小規模施設による生ごみ減量 

 

   

その他のごみ減量・資源化の方策 

 リサイクルの推進－資源化品目の拡大 

  竹・笹・シュロ類 

 

   

  布団・畳・木質廃材 

 

   

  家庭系製品プラスチック 

 

   

 市民、事業者、行政が一丸となった取り組みの推進 

  鎌倉のごみ減量をすすめる会の活動 

 

   

全市実施 

助成制度実施 

モデル事業 検討 

継続実施 

実施 

実施 

実施 

戸別収集 

一部実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 
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重点項目１ 

家庭系燃やすごみ等の戸別収集・有料化 

家庭系ごみの有料化は、ごみ減量・資源化に向けた市民意識を高め、ごみ排出量に応じた

費用負担の公平化、ごみ排出量の減量を図る施策として、全国約 6 割の自治体で実施されて

います。 

本年 4 月から実施した本市では、燃やすごみの収集量が有料化とその波及効果を含めて市

が想定した以上に削減が見られました。また、有料袋を使っていないごみの排出も減少傾向

にあり、全体的にも少ない状況となっています。 

こうした状況を踏まえ、平成 27 年度は家庭系ごみの有料化を契機に、本アクションプロ

グラムで掲げている各施策の底上げに力を入れてまいります。 

有料化の実施に向けては、説明会の開催、広報・ホームページへの掲載、回覧板による周

知を行うとともに、普及啓発補助員による単身アパートへのチラシの配布やクリーンステー

ションでの周知を行うなど様々な取組を実施してきました。 

有料化実施後においても、引き続き排出状況の悪いクリーンステーションでの周知等を行

うとともに、ごみの削減効果や有料袋の使用状況について、ホームページや広報等により公

表していくことで、高い削減率の維持に努めていきます。 

なお、戸別収集については、平成 27 年度中に実施することはありませんが、戸別収集に

掛かる経費削減の検討、有料化実施後の減量効果、クリーンステーションの排出状況、市民

の意向を把握するためのアンケート調査等の結果を踏まえ実施の有無について判断してま

いります。 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ 有料化実施

○ 広報等による周知
広報かまくら等 ○ ○
ホームページ

○ 自治・町内会説明会 　 　 　 　 　
　
○ 有料化実施後の検証

○
戸別収集モデル地区
の検証

　

○
戸別収集に関する市
民アンケート

○

○ 戸別収集実施の判断 ○ 　
○ 市主催説明会 ○

アクション
平成27年度目標 ごみ焼却削減量3,690ｔ

ごみ焼却削減量 3,690ｔの積算根拠 

① 家庭系ごみ有料化：3,500ｔ 

  家庭系ごみ焼却量 25,000ｔ×14％＝3,500ｔ 

② 臨時ごみ・持込みごみの手数料改定 190ｔ 
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重点項目２ 

家庭での取り組み 

 循環型社会の構築のためには、ごみを減らすリデュース（発生抑制）、リユース（再使用）

が最も重要です。 

本年 4月から実施した家庭系ごみの有料化を契機に、ライフスタイルの見直しを通じたご

み減量の施策として、生ごみの水切りやマイバッグの使用、使い捨て製品の使用を控えるこ

となどの啓発を積極的に行います。 

 また、燃やすごみのうち多くを占める生ごみの減量を進めるため、家庭用生ごみ処理機の

活用を引き続き勧めていきます。 

その他、自治・町内会説明会など様々な機会を通じて、家庭・地域に向けて、リデュース

（発生抑制）、リユース（再使用）を呼びかけていきます。 

 特に、子どもたちにごみの減量・資源化について関心を持ってもらうことは、子どもを通

じた家庭への波及効果が期待できることから、小中学校等における環境教育を本年度も引き

続き実施します。 

さらに、イベントなどの場で使う、使い捨てのお皿・コップや割り箸の代わりに何度でも

使えるリユース食器について、市の助成制度と併せ、周知・普及を進めます。 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
〇 自治・町内会説明会

〇

〇

〇 イベント等での啓発

〇 広報等による啓発

○

○ リユース食器の普及

ごみ焼却削減量1,317ｔ

家庭用生ごみ処理機
の普及(購入費助成制
度・直接販売制度)

家庭用生ごみ処理機
の展示と説明

小中学校等における
環境教育の実施

アクション
平成27年度目標

 

ごみ焼却削減量 1,317ｔの積算根拠 

① 家庭用生ごみ処理機の普及：340ｔ 

② 生ごみの水切り・マイバッグの使用等：977ｔ 
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重点項目３ 

事業所での取り組み 

 事業所においても、家庭と同様に事業活動におけるごみの発生抑制と資源物等の分別徹底

が必要であることから、啓発及び指導を行っています。 

 平成 27年度においても、平成 25年１月に今泉クリーンセンターに設置した自走式コンベ

アごみ投入検査機により、引き続き鎌倉市一般廃棄物収集運搬業許可業者（以下「許可業者」

という。）の搬入するごみを検査するとともに、排出元の事業所（排出事業者）に対して個

別指導を行います。 

 特に、多量排出事業者（ごみ排出量が毎月３トン以上等の基準を超える事業所）に満たな

い準多量排出事業者（約 160社）に対し、個別訪問により分別徹底や適正排出の指導を行い、

事業系ごみの更なる減量の取り組みを行っていきます。 

また、小規模事業者に対しても、適正処理の推進に向けて、様々な手法により積極的な周

知を図ってまいります。 

 さらに、排出事業者向けの分かりやすい分別資料の作成等、適正処理につながるきめ細か

な情報提供を行うとともに、飲食業者に対して食品ロス削減のための周知を行っていきます。 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

〇

〇

〇 排出事業所への周知

〇 許可業者への周知

ごみ焼却削減量3,037ｔ平成27年度目標

(分別、発生抑制、食品ロ
ス削減等の周知)

ピット前調査の実施
と分別指導

排出事業者への個別
指導

アクション

(資源物等の分別徹底)

ごみ焼却削減量 3,037ｔの積算根拠 

① 事業系ごみの分別徹底：2,561ｔ 

② 事業系ごみ処理手数料の改定：476ｔ 
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重点項目４ 

多量排出事業所における生ごみ資源化 

 事業所のうちごみ排出量が毎月３トン以上等の基準を超えるものは、多量排出事業所とし

て、鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例により「減量化及び資源化計画書」

の市への提出が義務付けられています。 

 本市内には毎年度約 50 事業所の多量排出事業所があり、個別に訪問し、ごみ減量・資源

化への取組みを依頼しています。 

 事業系ごみの多くを占める生ごみの資源化は、排出量の多い多量排出事業所で実施するこ

とが、収集運搬のコスト軽減から効率的です。このため、多量排出事業者に対して、生ごみ

資源化事業者へ処理委託するなど、生ごみを自主的に資源化するよう要請していきます。 

 また、大型生ごみ処理機による生ごみの減量を推進するため、平成 26 年８月より事業者

向けの設置費等に対する助成制度を創設しており、引き続き排出事業者にこの制度を周知し、

大型生ごみ処理機の設置を促進していきます。 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
〇

〇

〇

〇

〇

ごみ焼却削減量860ｔ平成27年度目標

多量排出事業所への
訪問調査、生ごみ資
源化の啓発

大型生ごみ処理機モ
デル機の検証

多量排出事業所の抽
出

大型生ごみ処理機設
置助成制度の運用

アクション

「減量化及び資源化
計画書」の提出

 

ごみ焼却削減量 860ｔの積算根拠 

① 多量排出事業所による生ごみ資源化：838ｔ 

② 大型生ごみ処理機による生ごみの減量：22ｔ 
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重点項目５ 

小規模施設による生ごみ減量 

 今泉クリーンセンター焼却施設停止後の施設を活用して、多量排出事業所以外の事業所の

うち、一定量以上の生ごみを排出する事業所において、燃やすごみと生ごみを分別し、大型

生ごみ処理機を使った生ごみ処理を検討してきましたが、生ごみの分別収集に課題があるこ

とから、平成 27 年度は事業系燃やすごみそのものの炭化・ＲＤＦ化を含めた検討を進めま

す。 

 平成 27年度は、平成 26年度に行った他市民間施設における実証実験と成果物分析の結果

を踏まえ、資源化ルートの確保や費用対効果などの課題についての検討を進めていきます。 

4月 5月 6月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
〇

〇 既存焼却施設の解体

〇 炭化・ＲＤＦ化等資
源化の検討

アクション
平成27年度目標

今泉クリーンセン
ター近隣自治・町内
会への説明

炭化・ＲＤＦ等資源化の検討

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計 発注 工事 

炭化とＲＤＦについて 

 

・炭化とは 

 無酸素または低酸素還元雰囲気内の炭化装置において 450℃から 600℃で有機物を

熱分解し、炭化物を製造する。成果物は製鋼所でのコークスの代用利用などの工業用

途や土壌改良剤などに利用できる。 

 

・ＲＤＦ（Refuse Derived Fuel）とは 

 ごみを固形燃料化する手法の一つで、主に一般廃棄物を原料とするため、厨芥ごみ、

不燃物、塩ビ等が混入し、厨芥ごみに含まれる水分により、製造には乾燥工程が必要

である。なお、製品の発熱量は 3,000～6,000kcal/kg とカロリーが低い。 
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重点項目６ 

資源化品目の拡大（製品プラスチックの資源化） 

 平成 23 年度から竹・笹・シュロ類を、平成 24 年度から布団、畳及び木質廃材を、平成

27年 1月 15日から製品プラスチック（容器包装プラスチック及びペットボトルを除く）の

資源化を開始するなど、ごみ焼却量を削減するため、順次資源化品目の拡大を実施してきま

した。 

 平成 27 年度は、引き続きこれらの品目の資源化を進めるとともに、新たに資源化を開始

した製品プラスチックの対象品目拡大に向けた検討を進めていきます。 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

〇

〇 製品プラスチック品
目拡大の検討

竹・笹・シュロ類、
布団、畳、木質廃
材、製品プラスチッ
クの資源化

アクション
平成27年度目標 ごみ焼却削減量1,144ｔ

ごみ焼却削減量 1,144ｔの積算根拠 

《資源化：883ｔ》 

① 竹・笹・シュロ類：240ｔ 

② 布団：52ｔ 

③ 畳：77ｔ 

 ④ 木質廃材：234ｔ 

 ⑤ 製品プラスチック：280ｔ 

《受け入れ停止：261ｔ》 

 ① 畳：37ｔ（推計） 

 ② 木質廃材：224ｔ（推計） 
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重点項目７ 

新たな減量・資源化方策の検討 

 循環型社会を形成するためには、リデュース（発生抑制）・リユース（再使用）に重点を

置いた取り組みを積極的に推進するとともに、今後も引き続きリサイクルを推進していく必

要があります。ごみ処理基本計画（再構築）では、こうした考え方に基づき、さまざまなご

み減量・資源化施策を着実に推進し、平成 27 年度末にはごみ焼却量を３万トン以下に削減

することとしています。 

 平成 26年度は、平成 27年度から燃やすごみの炭化やＲＰＦ化に向けて検討を進めてきま

したが、年度内での制度構築には至りませんでした。また、紙おむつの固形燃料化について

も、資源化ルートが確保できていないことから、その見通しが立っていない状況です。 

 引き続き、資源化事業者の確保に向けた情報収集に努めるとともに、平成 27 年度事業実

施に向けた調査・検討を進めて行きます。 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

〇

〇 燃やすごみの資源化 ○

ごみ焼却削減量1,700ｔ

新たな減量・資源化
方策の調査・検討

アクション
平成27年度目標

ごみ焼却削減量 1,700ｔの積算根拠 

① 燃やすごみの資源化：1,700ｔ 

 

 

(予定) 

ＲＰＦとＲＤＦの違い 

 

・ＲＰＦ（Refuse Paper ＆ Plastic Fuel）とは 

 主に原料は産業廃棄物が多いため、一般廃棄物と比較して異物混入が少なく、紙や木、

プラスチックで構成されており、製品の発熱量は 6,000～10,000kcal/kgとカロリーが高

く、品質の高い製品を安定して製造することができる。 

 

・ＲＤＦ（Refuse Derived Fuel）とは 

 主に原料は一般廃棄物のため、厨芥ごみ、不燃物、塩ビ等が混入し、厨芥ごみに含ま

れる水分により、製造には乾燥工程が必要であり、製品の発熱量は 3,000～6,000kcal/kg

とカロリーが低く、燃料価値としてはＲＰＦよりも劣る。 


